
ＣＣＵＳ登録行政書士　申込み手順

　ＣＣＵＳに事業者登録して、代行申請業務をおこなうことを希望する行政書士は、下記の手順で

申込みをおこなう。

●オンライン講習（任意）について

ＣＣＵＳの代行申請業務をおこなうにあたり、ＣＣＵＳの登録等に係る必要な知識の学習のためオンライン講習

を受講することができる。（既に認定アドバイザーの認定を受けている方は内容が重複するため受講不要）

なおオンライン講習修了者は、ＣＣＵＳ事業者登録の完了後、希望によりＨＰに連絡先等をリストで掲載する。

時　期 行　政　書　士 オンライン講習窓口 運営主体

2022年3月～

2022年4月～

2022年1月21日

2022年2月1日～ ＣＣＵＳホームページの「登録する－

事業者登録－インターネット申請」(下

記)より事業者登録インターネット申請

をおこなう。

https://www.ccus.jp/p/application

（講習を受講する場合）

オンライン講習受講申込み

フォームより、通知された申請

用ログインIDまたは事業者ID、

事務所・法人名、登録完了後の

HP掲載可否等を入力し、受講の

申込みをおこなう。

申請用ログインＩＤと

パスワードを発行

①受講者IDとパス

ワードを発行

②受講方法通知

（受講進捗管理）
オンライン講習受講

受講修了連絡
①修了確認

②受講済証準備、通知
受講済証受領

（ダウンロード）

受講修了者(ＨＰ掲載

可・不可含む）取りま

とめ、通知

ＨＰ掲載準備

通知された申請用ログインＩＤとパス

ワードにより、登録内容を入力、事業

者登録をおこなう。

確認・審査

登録料支払い依頼

メール送付事業者登録料(一律6,000円)

の支払い
（※管理者ID利用料は別途翌月請求あり） 入金確認

事業者ID、管理者

ID通知
事業者ID、管理者IDの受領

代行申請開始 受講修了者ＨＰ掲載

※先に事業者登録の

申請を可能とし、3月

以降オンライン講習の

申込受付をおこなう。

事業者登録が未完了

であってもオンライン

講習の受講は可能と

する。

事業者登録確認


